
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　原判決を破棄する。

　　　　　本件を東京高等裁判所に差し戻す。

　　　　　　　　　理　　　　由

　別紙上告代理人目録記載の上告代理人の上告理由について

一　本件は、茅ヶ崎市（以下「市」という。）の住民である上告人らが、被上告人

茅ケ崎商工会議所（以下「被上告人会議所」という。）に派遣された市の職員に対

する給与支出が違法であるとして、地方自治法二四二条の二第一項四号に基づき、

市長である被上告人Ｂ（以下「被上告人Ｂ」という。）に対しては支出給与相当額

の損害賠償を、被上告人会議所に対しては同額の不当利得の返還を求めるものであ

る。

二　原審の確定した事実関係の概要は、次のとおりである。

　１　被上告人Ｂは、昭和六三年三月二三日、市長として、被上告人会議所との間

で、市の職員を被上告人会議所に派遣することにつき、派遣期間は三年とするが協

議の上これを延長又は短縮することができること、被上告人会議所は、派遣された

職員を同会議所の職員に併せて任命し、双方の身分を併有させること、派遣職員に

対する給与の支給、休暇、分限、懲戒及び福利厚生については、市の関係規定を適

用して市が行うこと等を定めた協定（以下「本件協定」という。）を締結した。

　２　被上告人Ｂは、昭和六三年四月一日、市立病院事務長であった市の常勤職員

（以下「本件派遣職員」という。）に対し、市長公室付とした上、被上告人会議所

へ派遣する旨の命令を発し（以下、右命令による派遣を「本件派遣」という。）、

同日、茅ヶ崎市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例（昭和二六年茅ヶ崎

市条例第六一号。以下「本件免除条例」という。）二条三号の「前二号に規定する

場合を除く外市長が定める場合」という規定に基づき、一年間の職務専念義務の免

- 1 -



除（以下「本件職務専念義務の免除」という。）をした。

　３　本件派遣職員は、昭和六三年四月一日、被上告人会議所の専務理事に任命さ

れ、会頭及び副会頭を補佐し、所務を掌理していたが、市は、同年一〇月三一日を

もって本件派遣を取りやめた。本件派遣職員は、その間、計七回、市の政策会議に

出席した外は、被上告人会議所で勤務していた。市は、その間の給料及び期末・勤

勉手当合計五四一万六二五〇円を本件派遣職員に支給した（以下「本件給与支出」

という。）。

　４　商工会議所は、地区内における商工業の総合的な改善発達を図り、兼ねて社

会一般の福祉の増進に資することを目的とする法人であって（商工会議所法六条）、

営利を目的とせず、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として事業を行

うものではなく（同法四条）、一般の民法上の公益法人と比較しても、かなり高度

の公共的な性格を有する法人である。

　５　市では、昭和六〇年から六二年当時、低迷している市内の商工業の活性化が

重要な課題となっており、そのため、市は、被上告人会議所との緊密な協力関係の

下に、市内の商工業発展のための各種事業を実施していた。また、市は、昭和六二

年に、中小企業庁によって商業近代化地域計画策定地域に指定され、被上告人会議

所が、地域の商業の中長期にわたる見通しの下に、商業の側からみた住みよい街造

りの計画を策定することになっていた。右計画は、被上告人会議所が策定主体とな

るものではあるが、市の商工行政に大きく影響するものであり、地域の土地利用及

び都市施設・交通体系の整備という行政が担うべき諸施策を踏まえて商業近代化の

ための方途を明らかにするものであるため、その策定及び実施には、市との緊密な

共同体制を必要とするものであった。

　６　右のような状況の下、被上告人会議所から、昭和六三年三月限りで退任する

専務理事の後任として市職員の派遣を求める強い要望があったため、市は、右職員
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派遣について、被上告人会議所と協議し、検討した結果、昭和六二年一二月ころ、

（１）産業振興や観光客の誘致等、他の地方公共団体では自ら行っている事業につ

いても、市では被上告人会議所が主になって行っているため、市としても、応援を

求める同会議所の意向に沿う必要があったこと、（２）市では、商工業が相当に落

ち込んでいるので、今後更に被上告人会議所と協力して商工業の振興に当たらなけ

ればならないとの認識があったこと、（３）市の職員を派遣することが、被上告人

会議所との連携を強め、商工業の進展、街の活性化につながると考えられたこと等

の理由により、市の職員を被上告人会議所の専務理事として派遣する方針を固め、

前記のとおり、本件協定を締結した上、本件派遣をしたものである。

三　右認定事実の下で、原審は、次のとおり判断し、上告人らの請求を棄却した。

　１　被上告人会議所が市の行政組織に属さず、その事業が市の事務と同一視する

ことができるものでないことは明らかである。したがって、本件派遣職員が被上告

人会議所において行う職務をもって、地方公共団体がなすべき責めを有する職務で

あるとはいえないから、本件派遣は、本件派遣職員の職務専念義務との抵触を生じ

させる。

　２　本件派遣は、市内の商工業の発展、活性化を図るための施策の一環としてさ

れたもので、その派遣先は高度に公共的な性格を有する被上告人会議所であって、

前記認定の事実によれば、派遣の必要性、合理性が存在するものと認められるから、

派遣自体に特段の問題はない。そして、本件派遣職員の身分及び処遇の保障の観点

から、市の職員としての身分をとどめ、かつ、市が給与を支給する必要性があった

ものと認められる。本件派遣という個別の事案に即してその全体の流れを見る限り、

本件職務専念義務の免除をした被上告人Ｂの措置が、その裁量権の逸脱、濫用にわ

たるものとまでは断じ難い。

　３　本件給与支出は、茅ヶ崎市一般職員の給与に関する条例（昭和二六年茅ヶ崎
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市条例第七四号。以下「本件給与条例」という。）に基づいてされたものであるが、

その一一条は、勤務しないことにつき任命権者の承認があったときには、給与を支

給すべきことを定めている。本件では、被上告人Ｂにより、本件職務専念義務の免

除がされており、これが違法といえないことは前記のとおりであるから、本件給与

支出を違法とすることはできない。

四　しかし、原審の右２及び３の判断は、是認することができない。その理由は次

のとおりである。

　地方公共団体の職員の給与は条例で定めなければならないとされている（地方自

治法二〇四条三項、地方公務員法二四条六項）ところ、本件給与条例一一条前段は、

勤務しない時間に対する給与支給の可否について、「職員が勤務しないときは、そ

の勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合（勤務時間等条例第一一条の

規定による組合休暇の許可を受けた場合を除く。）を除く外、その勤務しない一時

間につき、第一五条に規定する勤務一時間当りの給与額を減額して給与を支給する。」

と規定している。また、地方公務員法三五条にいう特別の定めとして制定された本

件免除条例は、その二条において職務専念義務の免除の要件を定めている。しかる

ところ、前記事実関係によれば、本件派遣職員はその派遣期間中市自身の事務に従

事していないのであるから、本件免除条例に基づく適法な職務専念義務の免除が必

要であることはもちろんであるが、これに加えて、市が本件派遣職員に対して給与

全額を支給するためには、本件給与条例一一条前段に定める勤務しないことについ

ての適法な承認が必要であると解すべきである。そして、被上告人Ｂは、被上告人

会議所との間で本件協定を締結した上、本件派遣職員に対し、派遣命令を発すると

ともに、本件免除条例二条三号に基づき本件職務専念義務の免除をし、派遣期間中

の給与を支払ったというのであるから、本件職務専念義務の免除とともに、本件給

与条例一一条前段の承認（以下「本件承認」という。）がされたことがうかがわれ、
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原審も、このことを前提として判断しているものと解される。

　そこで、本件職務専念義務の免除及び本件承認の適否について検討すると、本件

免除条例二条三号及び本件給与条例一一条前段は、職務専念義務の免除や勤務しな

いことについての承認について明示の要件を定めていないが、処分権者がこれを全

く自由に行うことができるというものではなく、職務専念義務の免除が服務の根本

基準を定める地方公務員法三〇条や職務に専念ずべき義務を定める同法三五条の趣

旨に違反したり、勤務しないことについての承認が給与の根本基準を定める同法二

四条一項の趣旨に違反する場合には、これらは違法になると解すべきである。そし

て、本件においては、本件派遣の目的、被上告人会議所の性格及び具体的な事業内

容並びに派遣職員が従事する職務の内容のほか、派遣期間、派遣人数等諸般の事情

を総合考慮した上、本件職務専念義務の免除については、本件派遣のため本件派遣

職員を市の事務に従事させないことが、また、本件承認については、これに加えて、

市で勤務しない時間につき給与を支給することが、右各条項の趣旨に反しないもの

といえるかどうかを慎重に検討するのが相当である。

　以上の観点から本件をみると、本件派遣の目的が、前示のように被上告人会議所

との連携を強めることにより市の不振な商工業の進展を図るためのものであったと

しても、本件職務専念義務の免除及び本件承認を適法と判断するためには、右目的

の達成と本件派遣との具体的な関連性が更に明らかにされなければならないのであ

って、そのためには、被上告人会議所の実際の業務内容がどのようなものであって、

それが市の商工業の振興策とどのような関連性を有していたのか、本件派遣職員の

被上告人会議所における具体的な職務内容がどのようなものであって、それが市の

企図する商工業の振興策とどのように関係していたのかなどの諸点について、十分

な審理を尽くした上、市の右行政目的の達成のために本件派遣をすることの公益上

の必要性を検討し、これらに照らして、本件職務専念義務の免除及び本件承認が前
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記各条項の趣旨に反しないかどうかを判断する必要があるといわなければならない。

原審は、前記諸点について何ら具体的な認定をすることなく、前示のように、被上

告人会議所と市の置かれていた一般的状況、商工会議所の法的性質、専務理事の一

般的な職務権限等から、本件職務専念義務の免除が裁量権の逸脱、濫用にわたるも

のとまでは断じ難く、本件給与支出を違法とすることはできないと判断しているが、

右のような事実のみをもってしては、いまだ本件職務専念義務の免除及び本件承認

の適否を判断するには足りないといわざるを得ない。�

　そうすると、右に説示した点について審理判断を尽くすことなく、本件給与支出

の適法性を肯定した原審の認定判断には、審理不尽ひいては理由不備の違法があり、

右違法は原判決の結論に影響を及ぼすことが明らかである。論旨はこの趣旨をいう

限度で理由があり、その余の上告理由について判断するまでもなく、原判決は破棄

を免れない。そして、右の点について更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差

し戻すこととする。

　よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

　　　　　最高裁判所第二小法廷

　　　　　　　　　裁判長裁判官　　　　河　　　合　　　伸　　　一

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　大　　　西　　　勝　　　也

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　根　　　岸　　　重　　　治

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　福　　　田　　　　　　　博

- 6 -


